
別表第４（第２条関係） 

建築物省エネ法関係事務手数料 

手数料の種類 手数料の金額 

事務の種類 手数料の名

称 

１ 建築物省

エネ法第

２９条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画の認定

の申請に

対する審

査 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 建築物省エネ法第３０条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることを示す書類が提出さ

れた場合 

ア 一戸建ての住宅 ５，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの １１，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの ２３，０００円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの １１，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの ３１，０００円 

(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省

令・国土交通省令第１号。以下この表において

「省令」という。）第１０条第２号イ及びロに

定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの ４０，０００円 



（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの ４４，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの ８０，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの １３５，０００円 

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(1)

及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に

応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの ２６７，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上の

もの ４３２，０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(2)

及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に

応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの １０２，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上の

もの １７１，０００円 

２ 建築物省

エネ法第

３１条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画変更認定

申請手数料 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 建築物省エネ法第３０条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることを示す書類が提出さ

れた場合 

ア 一戸建ての住宅 ２，５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 



ー消費性

能向上計

画の変更

の認定の

申請に対

する審査 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの ５，５００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの １１，５００円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの ５，５００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの １５，５００円 

(2) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ及

びロに定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの ２０，０００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの ２２，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの ４０，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの ６７，５００円 

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(1)

及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に

応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの １３３，５００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上の



もの ２１６，０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(2)

及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に

応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの ５１，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上の

もの ８５，５００円 

３ 建築物省

エネ法第

２９条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画の認定

の申請に

対する審

査（同法第

３０条第

２項の規

定による

申出を伴

う申請に

限る。） 

建築基準関

係規定適合

の審査の申

出を伴う建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

認定申請手

数料 

１件につき、次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 別表第１第１項に定める額 

(2) 第１項に定める額 

(3) 別表第２第３項ア(3)に定める額 

(4) 別表第２第３項ア(4)に定める額 

４ 建築物省

エネ法第

３１条第

建築基準関

係規定適合

の審査の申

１件につき、次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 別表第１第１項に定める額 

(2) 第２項に定める額 



１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画の変更

の認定の

申請に対

する審査

（同条第

２項にお

いて準用

する同法

第３０条

第２項の

規定によ

る申出を

伴う申請

に限る。） 

出を伴う建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

変更認定申

請手数料 

(3) 別表第２第３項ア(3)に定める額 

(4) 別表第２第３項ア(4)に定める額 

５ 建築物省

エネ法第

３６条第

１項の規

定に基づ

く建築物

エネルギ

ー消費性

能に係る

認定の申

請に対す

建築物エネ

ルギー消費

性能認定申

請手数料 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 建築物省エネ法第２条第３号に掲げる基準

に適合していることを示す書類が提出された場

合 

ア 一戸建ての住宅 ５，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの １１，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの ２３，０００円 



る審査 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの １１，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの ３１，０００円 

(2) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第２号

イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの ４０，０００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの ４４，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの ８０，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの １３５，０００円 

(3) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第２号

イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの ２０，０００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの ２２，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未



満のもの ３８，０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの ６６，０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第１号

イに定める基準に適合する非住宅用途を含む建

築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの ２６７，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上の

もの ４３２，０００円 

(5) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第１号

ロに定める基準に適合する非住宅用途を含む建

築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの １０２，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上の

もの １７１，０００円 

 


